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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２８年９月２８日（平成２８年（行個）諮問第１４５号） 

答申日：平成２９年３月２４日（平成２８年度（行個）答申第２０９号） 

事件名：本人の依願退職の意志決定から特定学校受験に関する記録等の不開示

決定（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「情報開示請求者本人に当時の上司である特定個人Ａが部下の特定個人

Ｂに命じて作成させた開示請求者の依願退職の意志決定から特定専門学校

受験に関する記録及び陸幕へ報告した文書」（以下「本件文書」とい

う。）に記録された保有個人情報（以下「本件対象保有個人情報」とい

う。）につき，これを保有していないとして不開示とした決定は，妥当で

ある。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「法」とい

う。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，平成２８年３月３１日

付け防人服第７１９７号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」

という。）が行った不開示決定（以下「原処分」という。）について，そ

の取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

（１）特定年月日Ａ，陸上自衛隊特定学校特定個人Ａは部下である審査請求

人を伴い，審査請求人の退職の意志の確認と特定専門学校受験計画につ

いて陸上自衛隊特定学校特定個人Ｃに報告し，同特定個人Ｃからの指導

を受けた。この際に特定個人Ａは審査請求人の特定専門学校受験を理由

とした依願退職の報告を陸幕（「陸上幕僚監部」の略。以下同じ。）に

対して行い，退職の準備を進めていることを特定個人Ｃに対して明言し

ている。 

（２）特定年月日Ｂ，特定個人Ａは，陸上自衛隊特定学校特定室Ａにて陸上

自衛隊特定学校特定個人Ｂを同席させ，審査請求人に対し，「特定専門

学校受験を理由に審査請求人が依願退職することは陸幕に報告しており，

実際に手続が進んでいる。この状況で，お前（審査請求人）に特定師団

司令部から異動調整が来ている。何の理由で異動調整が来ているかは教

えない。お前（審査請求人）の意志を聞かせろ」と審査請求人に問い詰

めた。審査請求人が「私が在職してお役に立つのであれば特定師団への
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異動を希望します」と回答すると，特定個人Ａ，特定個人Ｂは口を揃え

て「お前（審査請求人）の退職については陸幕に報告済みであり退職の

手続をここまで進めて来たのに，俺たちのこれまでの努力をどうしてく

れるんだ」と叫んだ。 

翌日，特定年月日Ｃより特定個人Ｂは陸幕に対する，審査請求人の依

願退職取下げの報告文書を作成すると称して，審査請求人に自宅より特

定専門学校を受験した受験票を持参させ，コピーを取らせる等の書類作

成の手伝いをさせた。陸幕への報告文書については審査請求人自身が自

ら目にしており，陸幕へ報告した文書は存在し何らかの形で保管されて

いるはずであり，不開示決定の取消しを求める異議を申し立てる。 

（３）特定年月日Ｄより特定個人Ａ及び特定個人Ｂは審査請求人に対し執拗

なパワハラを繰り返しており，審査請求人の特定専門学校通学を理由と

した依願退職は，特定個人Ｂが審査請求人に対して「お前（審査請求

人）の人生のためだ」と称して，審査請求人の意志に反して強要したも

のである。現に，特定年月日Ｃの報告文書作成時に特定個人Ｂは審査請

求人に「特定専門学校受験が本当は嫌で，実際に受験していなくても，

それはそれで構わない，それなりの形で報告してやる」と明言している。

実際，審査請求人は特定市内の特定専門学校を受験しており，報告文書

にはその受験票のコピーが使用された。この特定個人Ｂの発言からも特

定個人Ａ，特定個人Ｂの両名は，審査請求人の特定専門学校の受験が本

人の意志に反していることは自覚していたようで，特定年月日Ｅより特

定個人Ａは特定個人Ｂらに命じて，審査請求人が帰宅後に審査請求人の

業務用パソコン内のデータを調べさせ，審査請求人が上記両名より受け

ているパワハラについて陸上幕僚監部監理部総務課公益通報窓口への公

益通報を企てていること，審査請求人が依願退職を避けられなくなった

としても，その際は特定個人Ａ，特定個人Ｂの両名をパワハラで訴える

ことを審査請求人が企図していることを察知していたので，証拠となる

特定専門学校受験についての記録を，特定年月に廃棄しているとは考え

にくい。現に，特定年月日Ｆ陸上自衛隊特定学校特定室Ｂで，特定個人

Ｂが陸上自衛隊特定学校特定個人Ｄを書記として同席させた，審査請求

人に対する取調べでは，特定個人Ｂは審査請求人に対し「お前が訴えた

時に備えて証拠は残しておく」と明言している。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 経緯 

本件開示請求は，本件対象保有個人情報の開示を求めるものであり，そ

の保有を確認することができなかったため，法１８条２項の規定に基づき，

平成２８年３月３１日付け防人服第７１９７号により，原処分を行った。 

本件審査請求は，原処分に対してされたものである。 
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２ 審査請求の主張について 

審査請求人は，「陸幕への依願退職取下げの報告文書については，自ら

目にしており，陸幕へ報告した文書は存在し何らかの形で保管されている

はずである」と主張している。しかしながら，本件文書のうち，退職の意

志決定から特定専門学校受験に関する記録については，特定年月日Ｇに廃

棄しており，再度，陸上自衛隊特定学校特定部事務室書庫，事務机の中及

びパソコン内を探索したが，存在を確認できず，また，退職の意志決定か

ら特定専門学校受験に関して陸幕へ報告した事実はないことから，原処分

を行ったものである。 

よって，審査請求人の主張には理由がないことから，原処分を維持する

ことが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

①  平成２８年９月２８日   諮問の受理 

②  同日           諮問庁から理由説明書を収受 

③  平成２９年１月３０日   審議 

④  同年２月２３日      審議 

⑤  同年３月２２日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

   本件対象保有個人情報は，「情報開示請求者本人に当時の上司である特

定個人Ａが部下の特定個人Ｂに命じて作成させた開示請求者の依願退職の

意志決定から特定専門学校受験に関する記録及び陸幕へ報告した文書」

（本件文書）に記録された保有個人情報である。 

  処分庁は，本件対象保有個人情報を保有していないとして不開示とする

原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，原処分の取消しを求めているが，諮問庁は，

原処分を妥当としていることから，以下，本件対象保有個人情報の保有の

有無について検討する。 

２ 本件対象保有個人情報の保有の有無について 

（１）本件文書の保有の有無について，当審査会事務局職員をして諮問庁に

確認させたところ，以下のとおりであった。 

ア 本件文書のうち，「情報開示請求者本人に当時の上司である特定個

人Ａが部下の特定個人Ｂに命じて作成させた開示請求者の依願退職の

意志決定から特定専門学校受験に関する記録」（以下「退職の意志決

定等に関する記録」という。）については，審査請求人が所属してい

た陸上自衛隊特定学校（以下「特定学校」という。）において，身上

調書の添付資料として在職隊員の服務指導の参考として作成される個
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人指導記録書に記載されていたが，身上調書は，特定学校服務規則の

規定により，離職等により身上調書作成の対象外となった場合は破棄

することとなっているため，審査請求人の個人指導記録書は，身上調

書とともに退職日の翌日である特定年月日Ｇに廃棄しており，該当す

る行政文書は保有していない。 

イ また，本件文書のうち，「情報開示請求者本人に当時の上司である

特定個人Ａが部下の特定個人Ｂに命じて作成させた開示請求者の依願

退職の意志決定から特定専門学校受験に関して陸幕へ報告した文書」

（以下「陸幕へ報告した文書」という。）については，陸上自衛隊に

おいて，隊員が依願退職するに当たって，本人が作成する退職願及び

部隊側が作成する退職者調書を陸幕に提出することとなっており，外

部の学校等の受験を理由とした依願退職の際には，退職願の退職理由

欄にその旨を記載することにより報告が行われるのが一般的であると

ころ，審査請求人は，特定年に退職したが，その退職願の退職理由欄

には，特定専門学校受験とは別の理由が記載されている。その外，審

査請求人の依願退職の意志決定から特定専門学校受験に関して陸幕に

報告した事実がなく，該当する行政文書は保有していない。 

（２）検討 

  ア まず，「退職の意志決定等に関する記録」について検討すると，当

審査会において，諮問庁から特定学校服務規則の提示を受けて確認し

たところ，特定学校においては，身上調書を転入の際に各人ごと作成

させるとともに，個人指導記録書により適時指導事項を記録し各人の

身上調書に添付して保管する旨規定され，また，身上調書は，転出・

離職・昇任により身上調書作成の対象外となった場合に破棄する旨規

定されていると認められる。そうすると，「退職の意志決定等に関す

る記録」に該当する審査請求人の個人指導記録書は，身上調書ととも

に退職日の翌日である特定年月日Ｇに廃棄したとする諮問庁の説明が

不自然，不合理であるとはいえない。 

  イ 次に，「陸幕へ報告した文書」について検討すると，まず，陸上自

衛隊における外部の学校等の受験を理由とした依願退職の際の陸幕へ

の報告に係る一般的な取扱いに関する上記（１）イの諮問庁の説明を

覆すに足りる事情はない。 

また，当審査会において，諮問庁から審査請求人の退職願等の提示

を受けて確認したところ，その退職理由欄には特定専門学校受験と

は別の理由が記載されていると認められることから，「陸幕へ報告

した文書」に該当する行政文書は保有していないとする諮問庁の説

明が不自然，不合理であるとはいえない。 

ウ さらに，本件対象保有個人情報の探索の方法及び範囲について，当
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審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，本件開示請求を

受け，特定学校特定部において書庫，執務室内及びパソコン上のファ

イルの探索を行ったが，本件対象保有個人情報の存在を確認すること

はできず，本件審査請求を受けて念のため改めて行った探索において

も，その存在を確認できなかったとのことであり，探索の方法及び範

囲に特段の問題はない。 

エ その外，本件対象保有個人情報の存在をうかがわせる特段の事情も

認められないことから，防衛省において，本件対象保有個人情報が記

録された行政文書は保有していない旨の諮問庁の説明は首肯せざるを

得ない。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，これを保有していない

として不開示とした決定については，防衛省において本件対象保有個人情

報を保有しているとは認められず，妥当であると判断した。 

（第１部会） 

委員 岡田雄一，委員 池田陽子，委員 下井康史 

 


